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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像対象物としての生物試料を平坦な担持面に担持する試料容器を保持する保持手段と
、
　前記保持手段に保持される前記試料容器の前記担持面に臨んで設けられた光出射部から
前記担持面に向けて光を出射する照明手段と、
　前記担持面を挟んで前記光出射部とは反対側で前記担持面と平行な第１方向に沿って帯
状に設けられた受光部を有し、該受光部に入射する光を受光して、前記担持面のうち前記
第１方向に沿った帯状領域の画像を撮像する撮像手段と、
　前記光出射部と前記担持面との間で前記第１方向と平行な方向に帯状に延設され、前記
光出射部から出射されて前記帯状領域に向かう光の一部を遮蔽する遮光手段と、
　前記保持手段に保持される前記試料容器に対して相対的に、前記光出射部、前記受光部
および前記遮光手段を一体的に、前記平坦面と平行で前記第１方向と交差する第２方向に
移動させる移動手段と
を備え、
　前記帯状領域に交わり前記第１方向に垂直な仮想平面において、前記帯状領域から前記
遮光手段を見込む第１の見込み角よりも前記帯状領域から前記光出射部を見込む第２の見
込み角が大きく、かつ、前記第１の見込み角が前記第２の見込み角の内側に含まれ、
　前記仮想平面において前記帯状領域から前記受光部を見込む第３の見込み角が、前記第
１の見込み角よりも大きく前記第２の見込み角以下である、
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　前記撮像対象物の二次元画像を撮像する撮像装置。
【請求項２】
　前記第２の見込み角が、前記第３の見込み角よりも大きい請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記帯状領域内の任意の点を通る前記担持面の垂線が、前記遮光手段と交わる請求項１
または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記遮光手段の前記第２方向に沿った寸法が、前記光出射部の前記第２方向に沿った寸
法よりも小さく、かつ前記光出射部の前記第１方向に沿った寸法以上の長さにわたり前記
第１方向において一定である請求項１ないし３のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記遮光手段が、前記試料容器と前記光出射部との間で前記光出射部から前記試料容器
に向かう光の一部を遮蔽する遮光位置と、該光を遮蔽しない退避位置との間で移動可能と
なっており、
　前記遮光手段が前記遮光位置にある状態で前記撮像対象物を撮像した画像に対し、前記
遮光手段が前記退避位置にあり、かつ前記光出射部と前記撮像手段との間に前記試料容器
がない状態で撮像された画像に基づいて、シェーディング補正を行うシェーディング補正
手段をさらに備える請求項１ないし４のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項６】
　撮像対象物としての生物試料を平坦な担持面に担持する試料容器の前記担持面に臨んで
光出射部を配置し、前記光出射部と前記担持面との間に、前記光出射部から出射されて前
記担持面に向かう光の一部を遮蔽する遮光手段を配置し、前記担持面を挟んで前記光出射
部とは反対側に、前記担持面のうち前記担持面に平行な第１方向に沿った帯状領域の画像
を撮像する撮像手段の受光部を配置する第１工程と、
　前記試料容器に対して相対的に、前記光出射部、前記受光部および前記遮光手段を一体
的に前記第１方向と交差する第２方向に移動させて、前記撮像対象物の二次元画像を撮像
する第２工程と
を備え、
　前記遮光手段として、前記光出射部と前記担持面との間で前記第１方向に延びる帯状部
材を用い、前記帯状領域に交わり前記第１方向に垂直な仮想平面において、前記帯状領域
から前記遮光手段を見込む第１の見込み角よりも前記帯状領域から前記光出射部を見込む
第２の見込み角が大きく、かつ、前記第１の見込み角が前記第２の見込み角の内側に含ま
れ、
　前記仮想平面において前記帯状領域から前記受光部を見込む第３の見込み角が、前記第
１の見込み角よりも大きく前記第２の見込み角以下である撮像方法。
【請求項７】
　前記光出射部と前記受光部との間に前記遮光手段および前記試料容器を配置しない状態
で前記撮像手段による撮像を行う第３工程と、
　前記第２工程で撮像された画像に対し、前記第３工程で撮像された画像に基づくシェー
ディング補正を行う第４工程と
を備える請求項６に記載の撮像方法。
【請求項８】
　前記第２工程に先立って、前記光出射部のサイズ、前記遮光手段のサイズ、前記遮光手
段と前記試料容器との距離、前記光出射部と前記試料容器との距離のうち少なくとも１つ
を制御して前記試料容器に入射させる光量を調整する第５工程を備える請求項６または７
に記載の撮像方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、試料容器に担持された生物試料を撮像する撮像装置および撮像方法に関す
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るものである。
【背景技術】
【０００２】
　医療や生物科学の実験においては、例えば生体から取り出した検体組織や、液体または
ゲル状の培地で培養した細胞等の生物試料を観察、計測することが行われる。従来、生物
試料を撮像目的に応じた適宜の染料で染色し視認性を高めて撮像することが一般に行われ
てきたが、試料へのダメージを回避するため、染色を行わずに撮像することが必要な場合
がある。このような目的の撮像装置の構成例として、本願出願人は、特許文献１を先に開
示している。特許文献１に記載の撮像装置では、マイクロプレートに形成された窪部（ウ
ェル）内で培養された細胞等の試料に対し、その上方に配した光源から照明光を入射させ
るとともに、試料の下方へ透過してくる光をラインセンサで受光し、ラインセンサを走査
することで試料の二次元画像を撮像している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－０７２６８４号公報（例えば、図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の装置は、比較的深いウェル内で三次元的に培養された細胞塊のよう
に、ある程度の厚みのある撮像対象物を撮像するのに適している。一方で、例えば容器の
内底面で接着培養された細胞等を撮像対象物とした撮像においては良好な画像を得られな
いことがある。というのは、試料が薄いため細胞等に入射した光のほとんどが透過し、細
胞等の有無による透過光量の変化が小さくなって高い画像コントラストが得にくいからで
ある。
【０００５】
　この問題を解決するために、照明光の光量を絞りによって加減したり、暗視野撮像技術
を適用することも考えられるが、これらの場合、画像の明るさが不足して撮像対象物の構
造等を観察しにくくなることがある。このため、簡便な方法で、比較的薄い撮像対象物で
あっても良好な画像コントラストを得られる撮像技術の確立が望まれている。
【０００６】
　この発明は上記課題に鑑みなされたものであり、撮像対象物が比較的薄い生物試料であ
っても良好な画像コントラストが得られ、かつ簡便な構成で撮像を行うことのできる技術
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明の一の態様は、撮像対象物としての生物試料を平坦な担持面に担持する試料容
器を保持する保持手段と、前記保持手段に保持される前記試料容器の前記担持面に臨んで
設けられた光出射部から前記担持面に向けて光を出射する照明手段と、前記担持面を挟ん
で前記光出射部とは反対側で前記担持面と平行な第１方向に沿って帯状に設けられた受光
部を有し、該受光部に入射する光を受光して、前記担持面のうち前記第１方向に沿った帯
状領域の画像を撮像する撮像手段と、前記光出射部と前記担持面との間で前記第１方向と
平行な方向に帯状に延設され、前記光出射部から出射されて前記帯状領域に向かう光の一
部を遮蔽する遮光手段と、前記保持手段に保持される前記試料容器に対して相対的に、前
記光出射部、前記受光部および前記遮光手段を一体的に、前記平坦面と平行で前記第１方
向と交差する第２方向に移動させる移動手段とを備え、前記帯状領域に交わり前記第１方
向に垂直な仮想平面において、前記帯状領域から前記遮光手段を見込む第１の見込み角よ
りも前記帯状領域から前記光出射部を見込む第２の見込み角が大きく、かつ、前記第１の
見込み角が前記第２の見込み角の内側に含まれ、前記仮想平面において前記帯状領域から
前記受光部を見込む第３の見込み角が、前記第１の見込み角よりも大きく前記第２の見込
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み角以下である、前記撮像対象物の二次元画像を撮像する撮像装置である。
【０００８】
　また、この発明の他の態様は、撮像対象物としての生物試料を平坦な担持面に担持する
試料容器の前記担持面に臨んで光出射部を配置し、前記光出射部と前記担持面との間に、
前記光出射部から出射されて前記担持面に向かう光の一部を遮蔽する遮光手段を配置し、
前記担持面を挟んで前記光出射部とは反対側に、前記担持面のうち前記担持面に平行な第
１方向に沿った帯状領域の画像を撮像する撮像手段の受光部を配置する第１工程と、前記
試料容器に対して相対的に、前記光出射部、前記受光部および前記遮光手段を一体的に前
記第１方向と交差する第２方向に移動させて、前記撮像対象物の二次元画像を撮像する第
２工程とを備え、前記遮光手段として、前記光出射部と前記担持面との間で前記第１方向
に延びる帯状部材を用い、前記帯状領域に交わり前記第１方向に垂直な仮想平面において
、前記帯状領域から前記遮光手段を見込む第１の見込み角よりも前記帯状領域から前記光
出射部を見込む第２の見込み角が大きく、かつ、前記第１の見込み角が前記第２の見込み
角の内側に含まれ、前記仮想平面において前記帯状領域から前記受光部を見込む第３の見
込み角が、前記第１の見込み角よりも大きく前記第２の見込み角以下である撮像方法であ
る。
【０００９】
　このように構成された発明では、撮像手段により帯状に撮像される画像の長手方向であ
る第１方向に延びる遮光手段により、光出射部から撮像対象物に入射する照明光の一部が
遮蔽される。そして、撮像手段の受光部を撮像対象物に対して相対移動させて撮像対象物
を走査し二次元画像を撮像する際には、光出射部と遮光手段も受光部と一体的に撮像対象
物に対し相対移動する。
【００１０】
　このような構成では、担持面の帯状領域側から光出射部を見たとき、帯状の遮光手段が
光出射部を横切ってその一部を遮蔽している。逆に光出射部側から撮像対象物を見ると、
遮光手段が撮像対象物に影を落とした状態となっている。そして、その影の延びる方向は
、撮像手段により撮像される一次元画像の延びる方向と同じである。本願発明者らの知見
によれば、このような照明条件下で光照射部とは反対側で撮像した撮像対象物の像は、光
出射部から撮像対象物を透過して受光された透過光による明るいが画像コントラストの低
い透過光成分と、受光部には直接入射しない方向からの照明光が撮像対象物で散乱された
ことで受光部に入射した散乱光成分とを含んでいる。散乱光成分は光量が少ないものの、
撮像対象物の光学的特徴を強く反映している。このため、これらの光成分が混合された像
は、画像の明るさと画像コントラストとを共に備えたものとなる。そして、それらが適切
な比率で混合されるように照明条件を設定することにより、より優れた画像品質を得るこ
とが可能となる。具体的には、撮像手段により撮像される帯状領域に交わり第１方向に垂
直な仮想平面において、帯状領域から遮光手段を見込む第１の見込み角よりも帯状領域か
ら光出射部を見込む第２の見込み角が大きく、かつ、第１の見込み角が第２の見込み角の
内側に含まれ、仮想平面において帯状領域から受光部を見込む第３の見込み角が、第１の
見込み角よりも大きく第２の見込み角以下となるようにする。こうすることにより、斜め
方向から入射して帯状領域を透過し受光部に受光される透過光成分が生じてくる。これが
画像の明るさに寄与する。また、散乱光成分の光量を増加させることで、画像コントラス
トを向上させることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明によれば、撮像手段による一次元画像の長手方向と同方向に延びる遮光手段に
より部分的に照明光を遮蔽しつつ、撮像対象物に対して光出射部、撮像手段の受光部およ
び遮光手段を一体的に相対移動させるという比較的簡単な構成により、画像の明るさと高
コントラストとを両立させた画像を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
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【図１】この発明にかかる撮像装置の第１実施形態の主要構成を示す図である。
【図２】図１の撮像装置の分解斜視図である。
【図３】この撮像装置の主要構成の配置を示す側面図である。
【図４】この撮像装置における撮像対象物への照明光の入射の態様を示す図である。
【図５】この撮像装置における撮像動作を示すフローチャートである。
【図６】この発明にかかる撮像装置の第２実施形態の主要構成を示す図である。
【図７】第３実施形態における照明ユニット調整の原理を説明する図である。
【図８】遮光部材の変形例を示す第１の図である。
【図９】遮光部材の変形例を示す第２の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　＜第１実施形態＞
　図１はこの発明にかかる撮像装置の第１実施形態の主要構成を示す図である。また、図
２は図１の撮像装置の分解斜視図である。以下の説明のために、図１に示すようにＸＹＺ
直交座標系を設定する。ここで、ＸＹ平面は水平面を表し、Ｚ軸は鉛直軸を表す。
【００１４】
　この撮像装置１は、撮像対象物たる生物試料を担持する浅皿型の細胞培養ディッシュ（
以下、単に「ディッシュ」と称する）Ｄを略水平姿勢に保持する保持ユニット２０を挟ん
で、その上方に試料を照明する照明ユニット１０、下方に撮像ユニット３０をそれぞれ配
置した構造を有するとともに、これら各部の動作を制御する制御ユニット４０を備えてい
る。図１では、装置の内部構造を明示するために、各ユニットを固定するための支持機構
や筐体等の図示を省略している。
【００１５】
　図１および図２に示すように、照明ユニット１０は、下向きに光を出射する光源１１と
、光源１１の下方に配置されて光出射面１１ａから出射される光を拡散させる拡散板１２
と、拡散板１２の下方に配置された遮光部材１３とを備えている。光源１１は、Ｘ方向に
延びる概略長方形の板状形状を有しており、その下面に白色光を出射する発光素子として
例えば複数の白色ＬＥＤが設けられている。すなわち、光源１１の下面が光出射面１１ａ
となっており、該光出射面１１ａから下向きに照明光としての白色光が出射される。光源
１１の点灯・消灯および出射光量は、制御ユニット４０に設けられた光源制御ユニット４
１１により制御される。
【００１６】
　拡散板１２は、光源１１の光出射面１１ａよりも大きな平面サイズを有するＸ方向に延
びる概略長方形の板状部材であり、例えば乳白色の樹脂板またはガラス板により形成され
る。光源１１から出射された光は、拡散板１２によってその光量分布がより均一化される
。遮光部材１３は、Ｙ方向には短く、Ｘ方向に長く延びる平板からなる帯状部材であり、
光源１１から拡散板１２を介して下方へ出射される照明光の光路の一部を遮るように配置
される。これにより、光源１１から出射された光の一部が遮蔽される。表面での光の反射
を抑えるために、遮光部材１３は黒色材料により形成されるか、表面が黒色に着色されて
いることが望ましい。
【００１７】
　なお、照明ユニット１０のうち遮光部材１３は、Ｙ方向に移動可能に支持されており、
制御ユニット４０に設けられた遮光部材駆動機構４１３の作動により、図１に示す拡散板
１２の直下位置で照明光の一部を遮蔽する遮光位置と、拡散板１２の下方からＹ方向に退
避して照明光を遮蔽しない退避位置（図４参照）との間を移動する。
【００１８】
　上記のように構成された照明ユニット１０の下方に、保持ユニット２０が配置されてい
る。保持ユニット２０は底面が円形であるディッシュＤの外形寸法に合わせた開口が設け
られたステージ２１を有している。より詳しくは、ステージ２１は中央部にディッシュＤ
の外径より少し大きな開口２１ａが設けられた平板状部材であり、ステージ２１の底面付
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近で、開口２１ａの内壁面が内側に突出した突起部２１ｂとなっている。ディッシュＤが
ステージ２１にセットされると、突起部２１ｂによりディッシュＤの底面外周部が保持さ
れる。したがって、この状態ではディッシュＤの底面中央部は開放されている。ステージ
２１は制御ユニット４０のステージ駆動機構４２１に連結されており、ステージ駆動機構
４２１はステージ２１をＹ方向に水平移動させることが可能となっている。
【００１９】
　ディッシュＤはガラス、ポリスチレン、ポリカーボネートなどの透明材料により形成さ
れており、その代表的な寸法としては、例えば直径が数十ミリメートル、周縁部の高さが
数ミリメートル、底面の厚さが１ミリメートル前後であるが、これらの数値に限定されな
い。この実施形態において用いられるディッシュＤは、その内底面Ｄａが平坦な培養面と
なっている。そして、該培養面に、所定種類、所定量の培地と共に播種され培養された細
胞、菌、微生物等の生物試料が予め作成されており、これらの生物試料がこの撮像装置１
の撮像対象物となる。例えばディッシュ内底面への接着培養により培養された細胞組織等
を、撮像対象物とすることができる。
【００２０】
　ステージ２１によりディッシュＤが保持され、ステージ駆動機構４２１によりステージ
２１が照明ユニット１０の下方に位置決めされると、照明ユニット１０がディッシュＤに
臨んだ状態となる。そして、ステージ駆動機構１２１によりステージ２１とともにディッ
シュＤがＹ方向に移動されることで、照明ユニット１０がディッシュＤに対し相対的に移
動する。
【００２１】
　保持ユニット２０の下方には撮像ユニット３０が配置されている。詳しくは後述するが
、撮像ユニット３０は、Ｘ方向に延びる筐体３１と、その上面に設けられ上方から入射し
てくる光を受光する機能を有しＸ方向に細長く延びる受光窓３２とを有しており、受光窓
３２に入射するＸ方向各位置ごとの光量に応じた電気信号を出力することでＸ方向の一次
元画像を撮像する。ステージ２１に保持されたディッシュＤの底面から出射される光を受
光窓３２に入射させて、ディッシュＤの底面側からみた撮像対象物（生物試料）のＸ方向
一次元画像を撮像することができる。また、ステージ駆動機構２１によりディッシュＤが
Ｙ方向に移動される間に一次元画像の撮像を繰り返し実行することで、撮像対象物の二次
元画像を撮像することができる。すなわち、この装置では、Ｘ方向を主走査方向、Ｙ方向
を副走査方向として二次元画像が撮像される。
【００２２】
　ステージ駆動機構４２１の作動によりステージ２１が水平移動する際、照明ユニット１
０および撮像ユニット３０は静止している。したがって、これらに対して、ステージ２１
に保持されたディッシュＤのみが移動する。相対的には、ステージ２１およびディッシュ
Ｄに対して、照明ユニット１０（光源１１、拡散板１２、遮光部材１３）および撮像ユニ
ット３０が一体的に、水平方向（Ｙ方向）に走査移動することになる。
【００２３】
　撮像ユニット３０から出力される、撮像対象物の像に対応する電気信号は、図示を省略
するＡＤコンバーターによりデジタル信号（画像データ）に変換されて制御ユニット４０
の画像処理部４３０に入力される。画像処理部４３０は、得られた画像データに対し種々
の画像処理を施す。
【００２４】
　制御ユニット４０には画像データを記憶する例えば画像メモリなどの記憶部４４がさら
に設けられており、撮像ユニット３０により撮像された画像に対応する画像データや、画
像処理部４３０により生成された各種の加工画像データやその中間データなどを記憶保存
する。
【００２５】
　制御ユニット４０には、上記の他に、装置の動作やその制御パラメータ設定に関しユー
ザや外部装置から与えられる操作入力を受け付ける入力受付部４７と、装置の動作状況や
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撮像された画像を表示する表示部４８とを備えている。
【００２６】
　図３はこの撮像装置の主要構成の配置を示す側面図である。より詳しくは、図３（ａ）
はこの撮像装置の主要部のＸ方向側面図であり、図３（ｂ）はこの撮像装置の主要部のＹ
方向側面図である。これらの図を参照して、各部の寸法の大小関係について説明する。図
３（ａ）に示すように、Ｙ方向において、光源１１（厳密には光照射面１１ａ）の長さＹ
1よりも拡散板１２の長さＹ2の方が大きい。また、遮光部材１３の長さＹ3は、光源１１
の長さＹ1よりも小さい。この遮光部材１３の長さＹ3については、Ｘ方向において少なく
ともディッシュＤの内径Ｘ4以上の長さの範囲にわたって一定値であることが望ましい。
【００２７】
　また、図３（ａ）に示すように、撮像ユニット３０は、Ｘ方向に延びる受光面３３ａを
有する一次元撮像デバイス３３と、受光面３３ａに撮像対象物の像を結像させる結像光学
系３４とを筐体３１の内部に備えている。一次元撮像デバイス３３としては、いわゆるリ
ニアイメージセンサとして知られているデバイスを用いることができ、例えばＣＣＤライ
ンセンサ、ＣＭＯＳラインセンサ等を適用することができる。光学系３４のフォーカスは
、ステージ２１に保持されるディッシュＤの内底面Ｄａ、つまり撮像対象物たる生物試料
が培養される培養面にピントが合うよう調整されている。また、受光窓３２は、光学系３
４に入射する光の方向を規制する絞りとしての機能を有してもよい。
【００２８】
　図３（ａ）の一点鎖線は光学系３４の光軸方向を示している。なお、光学系３４が回転
対称でなくシリンドリカルレンズやロッドレンズアレイのようにＸ方向に延びるものであ
る場合、光軸に代えて光軸面の概念が適用される。同図では線として示されるが、光学系
３４の光軸面はＸＺ平面に一致し、ディッシュ内底面Ｄａに対し垂直である。そして、上
方から順に、光源１１の光出射面１１ａ、拡散板１２、遮光部材１３、撮像ユニット３０
の受光部３２は、各々の少なくとも一部が光学系３４の光軸面と交差している。
【００２９】
　また、Ｘ方向においては、図３（ｂ）に示すように、光源１１（厳密には光照射面１１
ａ）の長さＸ1よりも拡散板１２の長さＸ2の方が大きい。また、遮光部材１３の長さＸ3
は、少なくとも光源１１の長さＸ1よりも大きく、拡散板１２の長さＸ2以上であることが
より好ましい。また、拡散板１２の長さＸ2および遮光部材１３の長さＸ3はディッシュＤ
の内径Ｘ4よりも大きく、より好ましくは光源１１の長さＸ1もディッシュＤの内径Ｘ4よ
りも大きくするとよい。
【００３０】
　撮像ユニット３０の受光部３２のＸ方向における長さＸ5も、ディッシュＤの内径Ｘ4よ
りも大きい。これにより、ディッシュＤに対し撮像ユニット３０を１回走査移動させるこ
とでディッシュＤの底面全体の二次元画像を取得することができる。なお、光学系３４が
縮小光学系である場合には、Ｘ方向においてディッシュＤの内径Ｘ4以上の範囲を撮像す
ることが可能である限り、一次元撮像デバイス３３の長さがディッシュＤの内径Ｘ4以上
である必要は必ずしもない。また、ディッシュＤの画像をＸ方向に分割したバンド画像と
して撮像する場合には、その撮像範囲に応じたサイズの撮像ユニットが用いられればよい
。
【００３１】
　図４はこの撮像装置における撮像対象物への照明光の入射の態様を示す図である。より
詳しくは、図４（ａ）は光源１１の代表的ないくつかの点から出射される光の光路の例を
示し、図４（ｂ）は照明光の撮像対象物への好ましい入射角の範囲を説明する図である。
図４（ａ）に示すように、光源１１の光出射面１１ａのうち、一点鎖線で示される光軸面
に近い点Ｐ1から出射される光Ｌ11，Ｌ12は、遮光部材１３により進路を遮られるか、あ
るいは光軸から離れる方向に向かって進行する。このため、ディッシュＤの内底面Ｄａに
付着する細胞等のうち光軸面の近傍に位置し撮像ユニット３０による一次元撮像の対象と
なる撮像対象物Ｃには、点Ｐ1からの光は入射しない。
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【００３２】
　一方、光軸面からより離れた光照射面１１ａ上の点については、例えば図に示す点Ｐ2
のように、出射される光Ｌ2が撮像対象物Ｃに入射しこれを透過して撮像ユニット３０の
受光面３２に到達するケースがある。また、光軸面からさらに離れた点Ｐ3から出射され
て撮像対象物Ｃに入射し透過する光Ｌ3は直接的には撮像ユニット３０に入射しないが、
撮像対象物Ｃにおいて散乱された光Ｌ31が撮像ユニット３０の受光窓３２に入射するケー
スがある。
【００３３】
　このように、この実施形態の撮像態様では、照明光のうち光源１１から撮像対象物Ｃを
透過して撮像ユニット３０の受光窓３２に入射する光路を有する光の一部が遮光手段１３
により遮蔽され、撮像対象物Ｃに入射しない。特に、光軸面に近い位置から出射されて撮
像対象物Ｃに対し垂直に近い方向から入射する光はその大部分が遮光手段１３で遮蔽され
る。一方、光軸面から少し離れた位置から出射される光は、遮光手段１３により遮られる
ことなく撮像対象物Ｃに対し斜め方向から入射する。
【００３４】
　したがって、例えば特許文献１に示されたような通常の明視野撮像技術に比べると、光
源１１から撮像対象物Ｃを透過し撮像ユニット３０の受光窓３２に入射する透過光成分が
低減されている。ただし、明視野照明光が完全に遮蔽されているのではなく、一部の光、
より具体的には特に斜め方向からの明視野照明光の入射は許容されている。
【００３５】
　さらに、より外側の、透過光が撮像ユニット３０に入射しない方向から撮像対象物Ｃに
入射された光では、散乱光成分のみが撮像ユニット３０の受光窓３２に入射する。このよ
うな入射光は、暗視野撮像技術における暗視野照明光と同様に作用する。
【００３６】
　つまり、この実施形態では、光軸面に対し斜め方向から撮像対象物Ｃに照明光を入射さ
せ、散乱光成分を撮像ユニット３０に受光させることで、暗視野撮像技術と同様に、画像
コントラストの高い撮像を可能にしている。その一方で、光源１１から撮像対象物Ｃを透
過した透過光が撮像ユニット３０に入射することをある程度許容しているため、より明る
い画像が得られ、暗視野撮像画像において明るさが不足するという問題点を解消すること
ができる。
【００３７】
　遮光部材１３を設けず透過光成分を全て撮像ユニット３０に入射させた場合、画像は明
るくなるが、より弱い散乱光成分による画像コントラストの向上は望めない。本実施形態
では遮光部材１３により撮像ユニット３０への透過光成分の入射を一部制限しつつ、散乱
光成分についてはこれを遮蔽することなく撮像ユニット３０に入射させることで、画像の
明るさと高い画像コントラストとの両立を図ることが可能である。透過光成分と散乱光成
分との強度比を最適化することで、さらなる画質の向上を図ることができる。
【００３８】
　撮像対象物が担持されるディッシュ内底面Ｄａのうち、撮像ユニット３０に設けられた
一次元撮像デバイス３３による撮像範囲内に入る領域を考える。この領域は、図４（ｂ）
に示すように、一次元撮像デバイス３３の長手方向（Ｘ方向）に直交する幅方向（Ｙ方向
）においては一次元撮像デバイス３３の分解能に相当する微小な長さを有する一方、Ｘ方
向には長く延びる帯状領域Ｂとして表すことができる。この帯状領域Ｂは、ディッシュ内
底面Ｄａのうち、ディッシュＤに対して撮像ユニット３０の位置を固定したときに一次元
撮像デバイス３３の受光面３３ａに結像する領域である。図には明示されないが、帯状領
域ＢはＸ方向に沿ってディッシュ内底面Ｄａの一方端から他方端まで延びている。
【００３９】
　帯状領域Ｂの長手方向（Ｘ方向）に直交するＹＺ平面内において帯状領域Ｂから遮光部
材１３を見込んだときの見込み角を符号α、帯状領域Ｂから光出射面１１ａを見込んだと
きの見込み角を符号βにより表す。なお、ここでは光軸面を基準とした対象物の一端部ま
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での角度を見込み角として定義しているが、図４（ｂ）に現れる複数種の見込み角に対し
て同一の定義を使用する限りにおいて、対象物の両端部の間での角度を見込み角と定義し
ても構わない。特に光出射面１１ａまたは遮光部材１３が光軸面に対して非対称な形状ま
たは配置となっている場合には、帯状領域Ｂからこれらの各部材の両端を見込んだ角度を
見込み角とすることが好ましい。ここではこれらが光軸面に対し対称に配置されるとの前
提の下、上記定義を用いることとする。
【００４０】
　ここで、α＝０とするといわゆる明視野照明条件となり、α≧βとすると光源１１から
の照明光が帯状領域Ｂに全く入射しないことになる。この実施形態の照明の原理によれば
、０＜α＜βである。そして、帯状領域Ｂから遮光部材１３を見込んだ見込み角αが、帯
状領域Ｂから光照射面１１ａを見込んだ見込み角βの内側に含まれることがより望ましい
。こうすることで、帯状領域Ｂに対し斜め方向の光を、Ｙ方向における両側から入射させ
ることができる。これにより、帯状領域Ｂ内の撮像対象物の光学的特徴、特にその表面状
態をより的確に画像に反映させることができる。
【００４１】
　一方、帯状領域Ｂから撮像ユニット３０の受光窓３２を見込んだときの見込み角を符号
θにより表す。ここでθ≦αとすると、帯状領域Ｂからの透過光が全く撮像ユニット３０
に受光されない、いわゆる暗視野照明条件となる。この実施形態では、θ＞αである。こ
うすることにより、斜め方向から入射して帯状領域Ｂを透過し撮像ユニット３０に受光さ
れる透過光成分が生じてくる。これが画像の明るさに寄与する。
【００４２】
　また、より画像を明るくするためには、β≧θであることが好ましい。こうすることで
、斜め方向からの光をより多く撮像ユニット３０に入射させて、画像の明るさを最大化す
ることができる。光出射部１１ａの見込み角βを受光窓３２の見込み角θよりさらに大き
くした場合、撮像ユニット３０に入射する透過光量は増えないため画像の明るさにはあま
り寄与しないが、散乱光成分の光量を増加させることができるので、画像コントラストを
より向上させることができる。
【００４３】
　光源１１、遮光部材１３および撮像ユニット３０を撮像対象物に対し一体的にＹ方向に
走査移動させることで帯状領域ＢをＹ方向に順次移動させながら、各位置で撮像ユニット
３０による撮像を行うことで、ディッシュ内底面Ｄａの全体を走査してその二次元画像を
得ることができる。上記条件を満たす照明下でこれを行うことで、画像の明るさと高い画
像コントラストとを両立させて、特に良好な画像品質で二次元画像の撮像を行うことがで
きる。
【００４４】
　なお、撮像が例えばエリアイメージセンサによる場合、同時に撮像される二次元領域の
全体で上記条件を満足させるような照明は、事実上不可能である。またリニアイメージセ
ンサによる場合でも、照明光源および撮像対象物に対しリニアイメージセンサのみを走査
移動させる構成においても同様である。本実施形態では、リニアイメージセンサたる撮像
デバイス３３を用い、その長手方向と平行に帯状の遮光部材１３を配置することにより、
その長手方向に直交する平面内のみで照明条件を考慮すればよくなる。そして、光源１１
、遮光部材１３および撮像デバイス３３を一体的に撮像対象物に対し走査移動させる構成
とすることで、これらの位置関係を変化させることなく、つまり上記照明条件を維持した
まま、撮像対象物の全体を撮像することができる。
【００４５】
　また、先に説明したように、遮光部材１３は、遮光部材駆動機構４１３の作動により水
平方向に移動可能となっている。すなわち、図４（ｂ）に実線で示すように光源１１から
帯状領域Ｂに向かう光の進路上で該光の一部を遮蔽する遮光位置Ｐａと、図４（ｂ）に破
線で示すように光源１１から撮像ユニット３０の受光部３２に向かう光の進路から側方に
外れ該光を遮らない退避位置Ｐｂとの間で、遮光部材１３は移動可能となっている。
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【００４６】
　ディッシュＤの撮像は、遮光部材１３が遮光位置Ｐａに位置決めされた状態で実行され
る。一方、次に説明するように、この実施形態では、撮像された画像に対して、光源１１
の出射光量ムラや一次元撮像デバイス３３の感度ムラに起因する画像品質の低下を防止す
るためのシェーディング補正処理が実行され、このためのシェーディング特性を取得する
バックグラウンド撮像の際に、遮光部材１３は退避位置Ｐｂに位置決めされる。
【００４７】
　図５はこの撮像装置における撮像動作を示すフローチャートである。この撮像動作は、
入力受付部４７を介して与えられるユーザまたは外部装置からの要求に応じて、制御ユニ
ット４０が予め定められた制御プログラムに基づき上記した装置各部を制御して所定の動
作を行わせることにより実行される。
【００４８】
　最初に、シェーディング補正を行う際に使用されるシェーディング特性を取得する。ま
ず、遮光部材１３およびステージ２０を、光源１１から撮像ユニット３０に向かう光を遮
ることのない位置に退避させ、この状態で撮像ユニット３０による撮像を行う（ステップ
Ｓ１０１）。このとき撮像される一次元画像は、光源１１と撮像デバイス３３の特性のみ
が反映されたバックグラウンド画像であり、光源１１の出射光量ムラまたは撮像デバイス
３３の感度ムラがあればこれらが重畳された状態で濃淡として現れる。バックグラウンド
画像の位置ごとの画像濃度をシェーディング特性として取得し、記憶部４４に記憶させて
おく（ステップＳ１０２）。撮像デバイス３３が一次元画像を撮像するものであり、かつ
光源１１と撮像ユニット３０との相対位置が不変であるため、バックグラウンド画像およ
びシェーディング特性は、Ｘ方向の１ライン分のみ取得されればよい。
【００４９】
　続いて、遮光部材１３を遮光位置Ｐａに位置決めし（ステップＳ１０３）、ステージ２
１に撮像対象物を担持するディッシュＤをセットする（ステップＳ１０４）。なお、ディ
ッシュＤについては、内部の生物試料に悪影響を与えなければ、バックグラウンド撮像を
行う前にステージ２１にセットしておいてもよい。
【００５０】
　そして、ステージ駆動機構４２１を作動させてステージ２１とともにディッシュＤをＹ
方向に移動させながら、撮像ユニット３０による撮像を順次行い、ディッシュ内底面Ｄａ
、特にそこに担持される生物試料を撮像する（ステップＳ１０５）。画像処理部４３０は
、撮像された一次元画像の原画像データに対して、先に取得したシェーディング特性に基
づくシェーディング補正を行う。具体的には、撮像された原画像の各画素に対して、シェ
ーディング特性をキャンセルするために必要な画素値の調整を施す。そして、Ｙ方向に位
置を異ならせて撮像したＸ方向一次元画像を合成して、撮像対象物の二次元画像を作成す
る（ステップＳ１０６）。作成された画像データについては記憶部４４に記憶保存される
。以上のようにして撮像動作が完了する。
【００５１】
　なお、バックグラウンド画像に基づくシェーディング特性については、ディッシュＤの
撮像後に取得されてもシェーディング補正は可能である。しかしながら、一次元撮像デバ
イス３３の走査移動により二次元画像を取得する本実施形態のプロセスにおいては、走査
移動に伴い刻々と出力される一次元画像データに対してその都度補正を行うことができる
という点から、ディッシュＤの撮像に先立ってシェーディング特性を取得しておくことが
好ましい。
【００５２】
　＜第２実施形態＞
　次に、この発明にかかる撮像装置の第２実施形態について説明する。上記した第１実施
形態の撮像装置１では、遮光位置Ｐａと退避位置Ｐｂとの間で遮光部材１３を移動させる
ために、遮光部材駆動機構４１３を設けている。これに対し、次に説明する第２実施形態
の撮像装置は、遮光部材を移動させるための駆動機構を別途設けることなく、遮光部材の
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位置決めを可能としたものである。
【００５３】
　図６はこの発明にかかる撮像装置の第２実施形態の主要構成を示す図である。なお、図
６では第１実施形態の撮像装置１と異なる部分を主に示しており、以下に断りのない限り
、第１実施形態に備えられた各構成は本実施形態にも同様に備えられ、その動作も同じで
あるものとする。また、第１実施形態と同一の機能を有する構成については同一の符号を
付して説明を省略する。
【００５４】
　図６（ａ）および図６（ｃ）は第２実施形態の撮像装置２の主要部を示すＸ方向側面図
であり、図６（ｂ）はこの実施形態の照明ユニット２１０の構成を示すＹ方向側面図であ
る。図６（ａ）および図６（ｂ）に示すように、第２実施形態の撮像装置２の照明ユニッ
ト２１０では、光源１１および拡散板１２のＸ方向両端部が１対の支持フレーム２１４に
より支持されている。そして、該支持フレーム２１４に、１対の回転支軸２１６を介して
１対の揺動アーム２１５が回転自在に取り付けられている。１対の揺動アーム２１５の間
には、Ｘ方向に延びる遮光部材１３が架け渡されている。１対の揺動アーム２１５および
遮光部材１３からなる組立体をＹ方向から見たとき、図６（ｂ）に示すように、該組立体
は概略Ｈ字形状をなしており、これらが一体的に、撮像ユニット３０の光軸面からＹ方向
に離れた揺動軸Ａ周りに揺動自在となっている。
【００５５】
　また、この実施形態の保持ユニット２２０は、第１実施形態のステージ２１と同様の構
成を有するステージ２２１と、該ステージ２２１の上面にＺ方向に立設された複数の柱部
材２２２と、柱部材２２２により支持されＹ方向に延びるガイドレール２２３とを備えて
いる。
【００５６】
　照明ユニット２１０と撮像ユニット３０との間の位置からステージ２２１が側方に退避
した図６（ａ）に示す状態では、揺動アーム２１５は重力の作用により下方（－Ｚ方向）
に垂れ下がった状態となっている。したがって、揺動アーム２１５に取り付けられた遮光
部材１３は回転支軸２１６の下方に位置し、撮像ユニット３０の光軸面から離れた位置（
退避位置）にある。このとき、光源１１から撮像ユニット３０に向かう光は遮光部材１３
により遮られることがなく、したがってこの状態でバックグラウンド撮像を行うことがで
きる。
【００５７】
　一方、ステージ２２１がＹ方向に移動してディッシュＤが照明ユニット２１０と撮像ユ
ニット３０との間に進入してくると、ガイドレール２２３の端面が揺動アーム２１６に当
接することで揺動アーム２１６の先端がガイドレール２２３に乗り上げ、揺動アーム２１
６は軸Ａ周りに回動する。最終的には図６（ｃ）に示すように、揺動アーム２１６がほぼ
水平状態まで押し上げられて、これにより遮光部材１３が撮像ユニット３０の光軸面上に
位置することになる（遮光位置）。この状態で、第１実施形態と同様にして、光源１１か
ら撮像ユニット３０に向かう光の一部を遮りながら、ディッシュＤ内の撮像対象物を撮像
することができる。
【００５８】
　このように、第２実施形態の撮像装置２では、遮光部材１３を能動的に移動させる機構
を設けなくても、ステージ２２１の移動を利用して、遮光部材１３を退避位置と遮光位置
との間で移動させることができる。
【００５９】
　＜第３実施形態＞
　次に、この発明にかかる撮像装置の第３実施形態について説明する。第３実施形態の装
置構成は上記した第１または第２実施形態のものと同一であってよく、図５の撮像動作を
実行するのに先立って照明条件の最適化、すなわち照明ユニットの光量調整を行う点が、
この実施形態の特徴である。
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【００６０】
　図７は第３実施形態における照明ユニット調整の原理を説明する図である。より詳しく
は、図７（ａ）は照明光量に影響を与える因子を説明する図であり、図７（ｂ）は同一試
料を種々の照明条件で撮像したときの階調値の分布状況を例示する図である。前述したよ
うに、本発明にかかる撮像装置の実施形態においては、撮像対象物を担持するディッシュ
Ｄの内底面Ｄａのうち撮像ユニット３０により撮像される帯状領域Ｂから遮光部材１３を
見込んだときの見込み角α、および、帯状領域Ｂから光源１１の下面（光出射面）１１ａ
を見込んだときの見込み角βの値により、撮像ユニット３０に入射する透過光成分と散乱
光成分との比率が変化する。そして、その比率が適切であるとき、画像の明るさと高い画
像コントラストとが両立した、画像品質の優れた画像を得ることができる。
【００６１】
　図７（ａ）に示す関係から明らかなように、これらの見込み角α、βを決定づける因子
としては、Ｙ方向における光源１１（光出射面１１ａ）の長さＹ1、同方向における遮光
部材１３の長さＹ3、光源１１（光出射面１１ａ）と撮像対象物（ディッシュ内底面Ｄａ
）とのＺ方向距離、遮光部材１３とディッシュ内底面ＤａとのＺ方向距離などが考えられ
る。これらの少なくとも１つを制御因子として見込み角α、βを変化させ、透過光成分と
散乱光成分との比率を調整することができる。例えば次のようにすることができる。
【００６２】
　まずディッシュＤで細胞等を培養した標準的な生物試料、またはそれを模したダミー試
料を用意し、上記した制御因子の組み合わせを異ならせることで照明条件を変化させなが
ら、各照明条件下で試料の二次元画像を撮像する。そして、得られた二次元画像の画素ご
との階調値を求め、当該画像における階調値の分布範囲を求める。このとき、ノイズ等に
起因して極端な階調値を取る画素の影響を排除するため、各画素の階調値を統計的に処理
することがより好ましい。例えば階調値の分布における標準偏差σを算出し、３σの範囲
を分布範囲とすることができる。
【００６３】
　種々の照明条件で撮像を行うと、各条件での撮像画像における階調値の分布範囲が求め
られる。図７（ｂ）に示すように、照明条件の差異に起因する撮像ユニット３０に入射す
る透過光成分と散乱光成分との比率の違いにより、同一試料であっても階調値の分布範囲
が異なってくる。これらのうち、できるだけ分布範囲が広く、かつその分布範囲が低階調
値側、つまり明るい側に寄った照明条件を、最適条件とすればよい。より単純には、最も
分布範囲の広い条件を最適条件とし、もし同程度の分布範囲を有する条件が複数あった場
合には、それらのうち分布範囲が最も低階調値側に位置する照明条件を選出すればよい。
【００６４】
　このような照明条件の最適化処理については、撮像装置の完成品において上記した制御
因子を調整可能な構成としておき、必要に応じてユーザが実行することができるようにし
てもよい。例えば培地やその中で培養される細胞等の種類により画像の明るさやコントラ
ストが異なることに対応するため、ユーザが必要と判断したときに照明条件の最適化処理
を実行することができればユーザにとって便宜である。
【００６５】
　また、装置の出荷時にオペレータが調整した上で出荷し、出荷後は照明条件を固定とし
てもよい。また、複数の照明条件をプリセットしておき、目的に応じてそれらが選択可能
な構成であってもよい。さらに、例えば装置の設計段階で各部の寸法や配置を決定する目
的においても、上記した最適化の原理を適用することが可能である。これらの最適化処理
は、少なくとも実際の試料での撮像が行われるよりも前に実行されることが望ましい。
【００６６】
　＜変形例＞
　図８および図９は遮光部材の変形例を示す図である。図８（ａ）に示す第１の変形例に
おける遮光部材５３は、照明光に対して透明な平板状部材５３１の一方面に、遮光性材料
によりＸ方向に延びる帯状に形成された遮光帯５３２が設けられたものである。遮光帯５
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３２は、平板状部材５３への遮光性材料の塗布、貼付、蒸着等の種々の作成方法により形
成することができる。このような構成によっても、光源１１からディッシュ内底面Ｄａの
帯状領域Ｂに向かう光の一部を遮蔽することができ、第１実施形態の遮光部材１３と同様
に、撮像ユニットに入射する透過光成分と散乱光成分との比率を制御することができる。
【００６７】
　また、図８（ｂ）に示す第２の変形例では、それぞれＸ方向に延びる複数の帯状部材（
この例では３本の帯状部材６３１，６３２，６３３）により遮光部材６３が構成される。
このような構成では、各帯状部材の幅やそれらの間のギャップを制御することで、帯状領
域Ｂに入射する照明光の入射方向および光量をより細かく調整することが可能である。な
お、各帯状部材の幅が同一である必要はない。また、上記した第１の変形例と組み合わせ
て、透明部材上に複数の遮光帯を形成した構成としてもよい。
【００６８】
　また、図９に示す第３の変形例では、図４に示す第１実施形態と対比すると明らかなよ
うに、遮光部材７３が（＋Ｙ）方向に大きく延びており、光学系３４の光軸よりも（＋Ｙ
）側で光源１１から出射された光は帯状領域Ｂには入射しない。本願発明者らの実験では
、このような構成では、第１実施形態の構成に比べて画像の明るさは少し低下するものの
、画像コントラストの点では良好な結果が得られている。なお、遮光部材７３を（＋Ｙ）
側へ延長するか（－Ｙ）側へ延長するか、つまりディッシュＤに対する撮像ユニット３０
の走査方向における上流側へ延長するか下流側へ延長するかで有意な差は見られず、いず
れに延長されても同様の撮像結果が得られる。
【００６９】
　＜その他＞
　以上のように、この実施形態の撮像装置は、撮像対象物としての生物試料を平坦な内底
面Ｄａに担持するディッシュＤを保持するステージ２１と、ステージ２１に保持されるデ
ィッシュＤの内底面Ｄａに臨んで設けられた光出射面１１ａからディッシュ内底面Ｄａに
向けて光を出射する光源１１と、ディッシュ内底面Ｄａを挟んで光出射面１１ａとは反対
側でディッシュ内底面Ｄａと平行なＸ方向に沿って帯状に設けられた受光窓３２を有し、
該受光窓３２に入射する光を受光して、ディッシュ内底面ＤａのうちＸ方向に沿った帯状
領域Ｂの画像を撮像する撮像ユニット３０と、光出射面１１ａとディッシュ内底面Ｄａと
の間でＸ方向と平行な方向に帯状に延設され、光出射面１１ａから出射されて帯状領域Ｂ
に向かう光の一部を遮蔽する遮光部材１３と、ステージ２１に保持されるディッシュＤに
対して相対的に、光出射面１１ａ、受光窓３２および遮光部材１３を一体的に、ディッシ
ュ内底面Ｄａと平行でＸ方向と交差するＹ方向に移動させるステージ駆動機構４２１とを
備えており、撮像対象物の二次元画像を撮像する。
【００７０】
　このような構成によれば、帯状領域に入射する照明光の入射方向および光量を制御して
、撮像ユニット３０に受光される透過光成分と散乱光成分との比率を調整することができ
る。このため、透過光成分により得られる画像の明るさと、散乱光成分により得られる高
い画像コントラストを両立させて、画像品質の良好な画像を得ることができる。
【００７１】
　また、この実施形態では、帯状領域Ｂに交わりＸ方向に垂直なＹＺ平面において、帯状
領域Ｂから遮光部材１３を見込む見込み角αよりも、帯状領域Ｂから光出射面１１ａを見
込む見込み角βの方が大きい。したがって、光出射面１１ａから出射される光の少なくと
も一部については、遮光部材１３により遮蔽されることなく帯状領域Ｂに確実に入射させ
ることができる。これにより、撮像ユニット３０に受光される光の強度を増大させて、画
像の明るさおよび画像コントラストを向上させることができる。また、見込み角αが見込
み角βの内側に含まれるようにすることで、撮像対象物に対し両方向から照明光を入射さ
せることができ、特に撮像対象物の表面状態を画像に良好に反映させることができる。
【００７２】
　さらにこの実施形態では、帯状領域Ｂに交わりＸ方向に垂直なＹＺ平面において、帯状
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領域Ｂから受光窓３２を見込む見込み角θが、見込み角αよりも大きい。このような構成
によれば、光出射面１１ａから帯状領域Ｂに入射し該領域Ｂを透過した光が受光窓３２に
入射することになるため、画像の明るさを確実に増大させることができる。
【００７３】
　また、この実施形態では帯状領域Ｂを含むディッシュ内底面Ｄａの垂線が遮光部材１３
と交わる。より具体的には、帯状領域Ｂを通る撮像ユニット３０の光軸面が、遮光部材１
３を横切る位置関係となっている。したがって、帯状領域Ｂに対して垂直に近い方向から
入射する光については遮光部材１３により確実に遮蔽することで、画像コントラストの低
下を防止することができる。一方、斜め方向からの帯状領域Ｂへの光入射をある程度許容
することで、画像の明るさと画像コントラストを確保することができる。
【００７４】
　また、この実施形態では、遮光部材１３のＹ方向に沿った長さＹ3が、光出射面１１ａ
のＹ方向に沿った長さＹ1よりも小さい。このため、遮光部材１３が光出射面１１ａから
出射される光を完全に遮蔽することがない。さらに、遮光部材１３のＹ方向に沿った長さ
Ｙ3は、光出射面１１ａのＸ方向に沿った長さＸ1以上の長さにわたり、Ｘ方向において一
定である。これにより、Ｘ方向においては一様な照明条件で帯状領域Ｂを照明することが
でき、画像品質の均質化を図ることができるとともに、１つのＹＺ平面上で照明条件を設
定すれば、ディッシュ内底面Ｄａの全体で同じ照明条件が保証されることになる。
【００７５】
　また、この実施形態は、遮光部材１３が、ディッシュＤと光出射面との間で光出射面１
１ａからディッシュＤ（より詳しくはそのうちの帯状領域Ｂ）に向かう光の一部を遮蔽す
る遮光位置Ｐａと、該光を遮蔽しない退避位置Ｐｂとの間で移動可能となっており、遮光
部材１３が遮光位置Ｐａにある状態で撮像対象物を撮像した原画像に対し、遮光部材１３
が退避位置Ｐｂにあり、かつ光出射面１１ａと撮像ユニット３０との間にディッシュＤが
ない状態で撮像されたバックグラウンド画像に基づいて、シェーディング補正を行うシェ
ーディング補正手段としての画像処理部４３０を備えている。このようにシェーディング
補正を行うことで、光源１１の照射光量ムラや撮像デバイス３３の感度ムラ等に起因する
画像濃度の変動を補償し、画像品質の劣化を防止することができる。
【００７６】
　また、第３実施形態においては、撮像対象物に対する撮像を行うのに先立って、光出射
面１１ａのサイズ、遮光部材１３のサイズ、遮光部材１３とディッシュＤとの距離Ｚ3、
光出射面１１ａとディッシュＤとの距離Ｚ1のうち少なくとも１つを制御因子として、デ
ィッシュＤに入射させる光量を調整する照明条件の最適化処理を実行する。より具体的に
は、これらの制御因子を制御することで、帯状領域Ｂに入射する光の方向や光量を調整し
、帯状領域Ｂから出射される透過光成分と散乱光成分とのバランスを調整する。このよう
な構成によれば、例えば装置特性の経時変化や、撮像対象物の光学的特性の違いによらず
、最適な照明条件下で撮像を行うことができ、画像品質を最良にすることができる。
【００７７】
　以上説明したように、上記実施形態においては、撮像対象物たる細胞Ｃ等の生物試料を
担持するディッシュＤが、本発明の「試料容器」に相当し、その内底面Ｄａが本発明の「
担持面」に相当している。そして、ステージ２１が本発明の「保持手段」として機能して
おり、ステージ駆動機構４２１が本発明の「移動手段」として機能している。
【００７８】
　また、光源１１が本発明の「照明手段」として機能しており、光出射面１１ａが本発明
の「光出射部」に相当する。また、撮像ユニット３０が本発明の「撮像手段」として機能
しており、受光窓３２が本発明の「受光部」として機能している。また、遮光部材１３が
本発明の「遮光手段」として機能し、画像処理部４３０が本発明の「シェーディング補正
手段」として機能している。
【００７９】
　また、上記実施形態においては、Ｘ方向およびＹ方向がそれぞれ本発明の「第１方向」
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および「第２方向」に相当している。また、見込み角α、βおよびθがそれぞれ、本発明
の「第１の見込み角」、「第２の見込み角」および「第３の見込み角」に相当している。
【００８０】
　また、上記実施形態の撮像動作において、ステップＳ１０３およびＳ１０４が一体とし
て、本発明の「第１工程」に相当している。また、ステップＳ１０５およびＳ１０６がそ
れぞれ本発明の「第２工程」および「第４工程」に相当する。またステップＳ１０１およ
びＳ１０２が一体として、本発明の「第３工程」に相当している。そして、図７に原理を
示す照明条件の最適化処理が、本発明の「第５工程」に相当する。
【００８１】
　なお、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限
りにおいて上述したもの以外に種々の変更を行うことが可能である。例えば、上記実施形
態の撮像装置は、撮像対象物である生物試料を担持するディッシュＤを略水平姿勢に保持
し、その上方から照明光を入射させて下方に出射される光を受光して撮像を行うものであ
るが、これらの姿勢や位置関係はこれに限定されるものではない。例えば撮像対象物の下
方から照明光を入射させ、上方に出射される光を受光する構成においても、上記のように
照明条件を設定して撮像を行うことで、同様の効果を得ることができる。
【００８２】
　また、上記実施形態では、照明ユニット１０および撮像ユニット３０を固定し、ディッ
シュＤを保持するステージ２１を移動させることで、撮像対象物に対する撮像ユニット３
０の走査移動を実現している。これとは逆に、ディッシュＤを固定し、照明ユニット１０
と撮像ユニット３０とを移動させるようにしても技術的には等価である。このようにした
場合、撮像時にディッシュＤが振動して試料に及ぼす影響を低減することができる。
【００８３】
　また、上記実施形態では、撮像デバイス３３および光学系３４を同一の筐体３１中に近
接設置しているが、例えばフラットベッド型ドキュメントスキャナに用いられている光学
系のように、入射光の方向をプリズム、ミラー等で変化させながら最終的にイメージセン
サに案内する構成であってもよい。この場合、光学系の一部が撮像対象物に対し走査移動
されればよく、このように、イメージセンサ自体が撮像対象物に対し移動することは必須
ではない。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　この発明は、細胞等を含む生物試料を撮像する撮像装置に好適に適用することができ、
特に接着培養で培養された試料のように比較的薄く光の透過率の高い試料について、高コ
ントラストで、しかも明るい画像を得る目的に好適なものである。
【符号の説明】
【００８５】
　１，２　撮像装置
　１０　照明ユニット
　１１　光源（照明手段）
　１１ａ　光出射面（光出射部）
　１３　遮光部材（遮光手段）
　２０　保持ユニット
　２１　ステージ（保持手段）
　３０　撮像ユニット（撮像手段）
　３２　受光窓（受光部）
　３３　リニアイメージセンサ（一次元撮像デバイス）
　３３ａ　（一次元撮像デバイスの）受光面
　３４　光学系
　４２１　ステージ駆動機構（移動手段）
　４３０　画像処理部（シェーディング補正手段）
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　Ｂ　帯状領域
　Ｃ　細胞（撮像対象物、生物試料）
　Ｄ　ディッシュ（試料容器）
　Ｄａ　（ディッシュＤの）内底面Ｄａ（担持面）
　Ｓ１０３，Ｓ１０４　第１工程
　Ｓ１０５　第２工程
　Ｓ１０６　第４工程
　Ｓ１０１，Ｓ１０２　第３工程
　Ｘ　第１方向
　Ｙ　第２方向
　α　第１の見込み角
　β　第２の見込み角
　θ　第３の見込み角

【図１】 【図２】
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